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る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
ラ
イ
バ
ー
や
ラ
イ

ダ
ー
は
右
・
左
折
す
る
際
に
は
自
転
車
横
断
帯

よ
り
も
手
前
で
待
つ
よ
う
に
心
が
け
て
ほ
し
い
。

さ
ら
に
、
今
回
、
母
親
か
ら
子
ど
も
に
ル
ー

ル
を
伝
え
る
姿
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
に

自
転
車
の
ル
ー
ル
の
周
知
を
は
か
り
、
自
転
車

を
よ
り
安
全
に
利
用
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
進

め
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

生
。
中
で
も
、
対
歩
行
者
の
事
故
は
２
７
６
７

件
で
、
10
年
前
（
平
成
８
年
）
の
４
・
８
倍
に

増
加
し
て
い
る
。

今
回
の
観
察
で
は
、
自
転
車
利
用
者
の
交
差

点
の
通
行
状
況
に
着
目
し
た
。
道
路
交
通
法
で

は
、
自
転
車
は
交
差
点
に
自
転
車
横
断
帯
が
あ

る
時
は
、
そ
の
自
転
車
横
断
帯
を
通
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
歩
行
者
・
自
転
車
専

用
信
号
機
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
信
号
に
従
っ
て
通
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
自
転

車
利
用
者
は
、
実
際
に
従
っ

て
い
る
の
か
。
こ
の
２
点
を

観
察
し
た
。

生
と
見
ら
れ
る
３
人
が
並
進

す
る
様
子
も
観
察
さ
れ
た
。

き
ち
ん
と
自
転
車
横
断
帯

を
通
行
し
た
自
転
車
の
中
に

は
、
信
号
待
ち
の
際
に
、
自

転
車
横
断
帯
の
手
前
で
列
に

な
っ
て
待
つ
姿
が
見
ら
れ
た
。

ま
た
、
自
転
車
横
断
帯
を
通

行
す
る
よ
う
に
母
親
に
指
導

さ
れ
て
い
る
子
ど
も
も
い
た
。

ま
た
、
交
差
点
を
右
・
左
折
す
る
ク
ル
マ
が

自
転
車
横
断
帯
上
で
停
止
し
、
自
転
車
利
用
者

が
自
転
車
横
断
帯
上
を
通
行
で
き
な
い
ケ
ー
ス

も
見
か
け
た
。

自
分
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
交
差

点
で
は
歩
行
者
や
自
転
車
、
ク
ル
マ
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
が
信
号
や
通
行
区
分
を
遵
守
す
る
こ
と
が

大
前
提
で
あ
る
。

ま
た
、
お
互
い
に
思
い
や
り
を
も
っ
た
通
行

が
大
切
だ
。
自
転

車
は
、
横
断
歩
道

上
で
歩
行
者
と
の

接
触
事
故
を
防
止

す
る
た
め
に
も
、

き
ち
ん
と
自
転
車

横
断
帯
を
通
行
す

観
察
場
所
は
、
東
京
都
板
橋
区
の
国
道
２

５
４
号
と
環
状
７
号
が
交
差
す
る
ク
ル
マ
の
交

通
量
の
多
い
大
き
な
交
差
点
。
平
坦
な
場
所
の

た
め
、
自
転
車
利
用
者
の
姿
も
多
か
っ
た
。

観
察
の
結
果
、
１
時
間
に
こ
の
交
差
点
を
通

行
し
た
自
転
車
利
用
者
は
合
計
５
２
０
人
。
こ

の
う
ち
、
自
転
車
横
断
帯
を
通
行
し
た
の
は
１

５
６
人
（
30
・
０
％
）
で
、
３
６
４
人
（
70
・

０
％
）
が
横
断
歩
道
上
だ
っ
た
。
ま
た
、
歩
行

者
・
自
転
車
専
用
信
号
機
に
従
っ
て
い
た
の
は

４
７
９
人
（
92
・
１
％
）、
従
わ
な
か
っ
た
（
青※

　

色
の
点
滅
で
横
断
を
開
始
し
た
場
合
を
含
む
）

の
は
41
人
（
７
・
９
％
）
だ
っ
た
。

信
号
は
ほ
と
ん
ど
の
人
は
遵
守
し
て
い
た
が
、

中
に
は
歩
行
者
・
自
転
車
専
用
信
号
機
が
赤
に

な
っ
た
直
後
に
、
ク
ル
マ
の
様
子
を
見
な
が
ら

信
号
を
無
視
し
て
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
横
断
す

る
自
転
車
も
観
察
さ
れ
た
。

一
方
、
自
転
車
横
断
帯
を
通
行
す
る
自
転
車

利
用
者
は
30
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
歩
行
者
が
横

断
し
て
い
て
も
気
に
せ
ず
に
横
断
歩
道
上
を
通

行
す
る
自
転
車
が
多
か
っ
た
。
歩
行
者
・
自
転

車
専
用
信
号
機
が
青
に
変
わ
っ
た
直
後
は
一
斉

に
何
台
も
の
自
転
車
が
横
断
歩
道
上
を
通
行
す

る
の
で
、
す
れ
違
う
歩
行
者
が
横
断
歩
道
上
で

立
ち
止
ま
る
姿
も
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
高
校
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近
年
、
自
転
車
が
関
わ
る
交
通
事
故
は
増
加

傾
向
に
あ
り
、
平
成
18
年
に
は
自
転
車
が
当
事

者
と
な
っ
た
交
通
事
故
が
17
万
４
２
６
２
件
発

●
自
転
車
利
用
者
の
交
差
点
の
通
行
状
況
を
観
察
す
る

自
転
車
横
断
帯
を
通
行
し
た
の
は
５
２
０
人
中
１
５
６
人
（
３０
・
０
％
）

歩
行
者
・
自
転
車
専
用
信
号
機
に
従
っ
た
の
は
５
２
０
人
中
４
７
９
人
（
９２
・
１
％
）

自
転
車
利
用
者
は
自
転
車
横
断

帯
を
通
行
し
て
い
る
か
？
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●観察場所／東京都板橋区熊野町11-5  
川越街道（国道254号）
「熊野町」交差点付近　　　

●観察日／1月16日（水曜日）
●天候／晴れ
●観察時間／15：40～16：40
●観察者／5名

自
転
車
の
通
行
ル
ー
ル
の
徹
底
を
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自転車横断帯にはそれを示す路
面標示があり、その手前には止
まれの文字がペイントされていた

通行場所を気にせず、横断歩道上を通行する自転車も多い

左折するクルマが自転車横断帯の上で停止
すると、その場所を自転車が通行できない

歩行者・自転車専用信号が点滅し始めてか
ら横断を開始する自転車利用者

本冊子は再生紙に植物インキで
印刷しています。

自転車横断帯を通行した

156（30.0％）

自転車
横断帯を
通行しなかった

364（70.0％）

歩行者・自転車専用信号機に
従わなかった41（7.9％）

歩行者・
自転車専用信号機
に従った

479（92.1％）＊小学生以下（12歳以下）、中学生・高校生（13～18歳）、成人（19～64歳）、
高齢者（65歳以上）の判断は観察者の見解による

日頃よりSJをご愛読いただき、あり
がとうございます。本紙では、交通安
全教育に関わる様 な々話題を取り上げ、
充実した紙面づくりに努めております。
本紙2007年分の縮刷版を1部2000
円にて販売いたします。ご希望の方は、
住所、氏名、電話番号、必要部数を明記
の上、下記のFAXまたはメールアドレス
にてお申し込みください。折り返し縮
刷版をお送りいたします。代金は、縮
刷版到着後、同封の郵便局の払い込み
取扱票にて振込みをお願いいたします。

＜お申し込み先＞
（株）アストクリエイティブ
安全運転普及本部係
FAX：03-3405-1310
e-mail：sj-mail@ast-creative.co.jp
※ご不明な点は、TEL：03-3405-1191まで
お問い合わせください。

月刊SJ（セーフティジャパン）
２００７年分縮刷版発行

●自転車利用者の交差点の通行状況 (５２０人中）

小学生以下

中学生・高校生

成　人

高齢者

小　計

自転車横断帯を
通行した

8

22

110

16

156

8

73

263

20

364

16

95

373

36

520

自転車横断帯を
通行しなかった 小計

小学生以下

中学生・高校生

成　人

高齢者

小　計

歩行者・自転車専用
信号機に従った

16

83

345

35

479

0

12

28

1

41

16

95

373

36

520

歩行者・自転車専用
信号機に従わなかった 小計

並
進
し
て
横
断
歩
道
上
を

通
行
す
る
高
校
生
の
自
転
車
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※
青
色
の
点
滅
の
場
合
、
自
転
車
は

道
路
の
横
断
を
始
め
て
は
な
ら
ず
、

ま
た
、
当
該
信
号
が
表
示
さ
れ
た

時
に
お
い
て
停
止
位
置
に
近
接
し

て
い
る
た
め
安
全
に
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
き
、
停

止
位
置
を
越
え
て
進
行
し
て
は
な

ら
な
い
。


